
物価高騰の中、中山間地域農業を守る農業者等に対して、生産活動の継続に繋がる機械等の導入・修繕を
支援し、生産意欲の向上や多面的機能の維持、発揮を図る。

事業の目的

⑴ 事業内容
 ○ 農村保全対策事業（補助率１／２以内）

生産活動の継続に必要な機械等の導入・修繕を支援

⑵ 事業の仕組み
○県、県   地域計画に位置付けられ、かつ、

  中山間地域等直接支払制度の協定活動に参加する者(個人、法人)

⑶ 成果指標
中山間地域等直接支払制度取組面積の維持 現状（令和６年度）5,222ha → 令和８年度 5,000ha

事業の概要

中山間地域農業を守る物価高騰対策事業

令和７年度事業の期間

補助

農政企画課 ２５，８５０千円
【財 源：国 庫（重点交付金）】
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